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水 産 政 策 審 議 会 第 １ ４ ０ 回 資 源 管 理 分 科 会  

議 事 次 第  

 

 

   日 時：令和７年９月１９日（金）13:00～14：55 

   場 所：水産庁中央会議室 

 

 

１ 開 会 

 

２ 議 事 

 【諮問事項】 

   諮問第485号 特定水産資源（するめいか）に関する令和７管理年度における漁獲

可能量の変更について 

 

 【その他】 
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○漁獲監理官 予定の時刻となりましたので、ただいまから第140回資源管理分科会を開

会いたします。 

 私は、本日の事務局を務めます漁獲監理官の福井です。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 まず初めに、委員、特別委員の皆様におかれましては、急な開催にもかかわらず御出席

いただき、ありがとうございます。 

 次に、事務的な御案内でございます。会場で御参加の皆様におかれましては、御発言の

際には事務局でマイクをお持ちいたしますので、挙手いただき、それから御発言をお願い

いたします。 

 また、ウェブ会議で御出席の方におかれましては、Ｗｅｂｅｘのマイク機能をオンにし

て御発言ください。それ以外のときはミュートの状態にしてくださるようお願いいたしま

す。また、音声が途切れることがあるかもしれませんので、その場合には画面左側にある

チャット機能などで事務局にお知らせください。 

 次に、委員の出席状況について御報告いたします。 

 水産政策審議会令第８条第３項で準用する同条第１項の規定により、分科会の定足数は

過半数とされております。本日、資源管理分科会委員は、ウェブ出席を含めまして10名全

員の方に御出席いただいており、定足数を満たしておりますので、本日の分科会は成立し

ております。 

 また、特別委員は、ウェブ出席を含めまして13名中11名の方に御出席いただいておりま

す。 

 最後に、配付資料を確認いたします。 

 お手元の封筒の中の資料でございますが、３種類ございます。まず、議事次第。そして、

資料１の委員・特別委員名簿、資料２の今回の諮問に係る資料でございます。資料に不備

がありましたら、事務局の方にお申出ください。 

 それでは、報道関係のカメラ撮りの方はここまでとさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

（報道関係者 退出） 

○漁獲監理官 それでは、議事の進行を山川分科会長にお願いいたします。 

○山川分科会長 委員の皆様におかれましては、本日は急遽お集まりくださいまして、あ

りがとうございます。 
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 前回の分科会の話題にも若干上がっておりましたけれども、スルメイカの漁獲が非常に

好調だということで、ＴＡＣについて変更を検討する必要があるのではないかということ

で、本日御議論いただくということでございます。審議によろしく御協力くださいますよ

うお願いいたします。 

 では、座って議事に入らせていただきたいと思います。 

 本日は諮問事項が１件でございます。議事進行への御協力よろしくお願いいたします。 

 なお、本日審議いたします諮問事項につきましては、水産政策審議会議事規則第10条第

１項の規定に基づき、資源管理分科会の議決をもって審議会の議決となりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、これより諮問事項に移ります。 

 諮問第485号について、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○資源管理推進室長 資源管理推進室長です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 資料２の準備をお願いいたします。 

 まず、諮問文につきましては資料２－１のとおりですので、運用に従いまして読み上げ

は省略させていただきます。 

 内容は、するめいかの令和７年管理年度における漁獲可能量の変更です。 

 それでは、説明に入ります。 

 資料は５ページ、２－２の準備をお願いいたします。 

 本特定水産資源は、従来から秋季発生系群、冬季発生系群に分けて資源評価が行われて

おります。管理においては、両系群の産卵場のかなりの部分が重複しているほか、両系群

の分布域と分布時期に広く重複があり、系群別に正確な仕分を行うことが困難であること

などを踏まえ、当面の間は一体として行うこととしています。 

 今般、資源管理基本方針別紙２－12に基づき、冬季発生系群について最新の資源評価の

結果や漁獲の状況、利用可能な水産機構の助言などを踏まえ、令和７管理年度の資源量の

算出に用いられた加入量の予測値よりも良好な加入が発生していると判断、ＴＡＣを１万

9,200トンから２万5,800トンに変更し、変更前の数量との差分は国の留保に繰り入れるも

のです。 

 このルールが導入された背景につきまして、口頭で補足をさせていただきます。 

 御存じのとおりスルメイカの寿命というのは１年です。このため、加入の量はＴＡＣの

設定時には未来の環境の影響をより大きく受けることとなり、現在のように海洋環境が大
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きく変化し、それを定量的に評価することが手法上できない状況においてはなおのこと、

予測することが難しくなっています。また、この資源については、寿命の短さや軟体動物

であることなどの理由から、適した環境になったときの増加の速度が非常に大きいことが

知られているところです。 

 そのような中で、１の「良好な加入」が発生していると判断する場合のＴＡＣの変更ル

ールが導入されました。 

 資源管理基本方針別紙２－12において、農林水産大臣は、「最新の資源調査の結果や漁

獲の状況、利用可能な水産機構の助言等を踏まえ、当該管理年度の資源量の算出に用いら

れた当該管理年度の加入量の予測値よりも良好な加入が発生していると判断する場合には、

速やかにＴＡＣの変更に係る手続きを行う」こととしております。また、上記の変更を行

った場合に、変更前の数量との差分は国の留保に繰り入れることとしております。こうい

ったルールが、令和７管理年度を始めるに当たって導入されました。 

 先程紹介した規定の中で、「最新の資源調査の結果」、「漁獲の状況」、「水産機構の

助言」という言葉が出てまいりました。この次のページから、それぞれの項目について説

明します。 

 ２－１、最新の資源調査の結果です。 

 二つあります。 

 一つ目は、表層トロールによる移行域幼稚魚調査です。こちらは2025年５月から６月に

かけて行われました。平均ＣＰＵＥ、これは単位努力量当たりの採捕尾数のことです。こ

ちらは前年を上回りましたが、近年５年平均は下回ったという結果が出ております。 

 二つ目は、三陸から道東において、本年８月から９月にかけて行われたいか釣り調査の

結果です。こちらは、全体の平均ＣＰＵＥは、前年と近年５年平均、両方とも上回りまし

た。 

 次のページに移ります。 

 漁獲の状況です。 

 まず、紹介しますのは、小型するめいか釣り漁業のＣＰＵＥです。宮城県から北海道太

平洋主要港における小型するめいか釣り漁業、以後「小イカ」と略称させていただきます。

小イカの標準化した７月から12月のＣＰＵＥは、冬季発生系群の加入量を算出するための

指標値として用いられています。 

 今般、水産機構から提供いただいた八戸、岩手県主要港、宮城県主要港における小イカ
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の７月と８月のＣＰＵＥは、下の赤線で示しますとおり1980年、1999年、2001年、2002年、

2010年及び2014年と同じ水準にありました。 

 なお、この後で紹介する水産機構の助言の中で言及されていますが、限定された地域及

び期間の情報となります。このうち、期間につきましては、下の図で示しますように、こ

の７月・８月のＣＰＵＥと盛漁期を含めた７月～12月のＣＰＵＥとの間には、強い相関が

見られました。また、地域につきましては、北海道太平洋の主要港においても小イカの水

揚げは非常に好調であると、私どもの方では聞いております。 

 次のページに移ります。 

 先ほど言及しました1980年、1999年、2001年、2002年、2010年及び2014年の加入量は、

下の表に示している数値です。最も少なかった1999年で49.3万トンとなっています。なお、

参考で示しますとおり、令和７管理年度の冬季発生系群ＡＢＣの算出に用いられた予測加

入量の平均値は15.0万トンでした。 

 続きまして、青森県白糠から宮城における７月から８月の小イカの漁獲状況の情報です。

漁獲量、ＣＰＵＥとも前の年よりも増加していることが見てとれます。 

 その他、今回水産政策審議会への諮問に当たりまして、小イカ以外の大臣管理漁業から、

呼びかけに応じてデータの提供がありました。水産庁で分析した結果を、この資料に掲げ

ています。 

 まずは、沖合底びき網漁業です。最も漁獲量が多い八戸地区の実績について、2025年は

非常に高水準であったということがこの図から見てとれると思います。 

 次のページに移ります。 

 今度は、大臣許可のいか釣り漁業、「中イカ」と呼ばれるものでございます。こちらの

状況でございます。近年、八戸沖では漁獲がない状況でしたが、今管理年度については非

常に高いＣＰＵＥでの漁獲が続いています。 

 続きまして、令和７管理年度の漁獲の状況として、９月11日時点の漁獲と配分量の消化

状況の表を掲げています。 

 2020年頃以降、沖合底びき網漁業以外の漁業では、スルメイカの漁獲は極めて低調でし

た。今管理年度においては、どの漁業でも近年にない漁獲の積み上げが見られ、沖合底び

き網漁業、大中型まき網漁業、小型するめいか釣り漁業及び北海道は、国の留保からの追

加配分を受けている状況です。 

 次のページに移ります。 
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 水産機構からの助言です。９月４日で我々からの依頼に応じて頂いたものです。 

 まずは、スルメイカの冬季発生系群の資源量推定に用いる小イカの状況として、７月か

ら８月の太平洋三陸域のＣＰＵＥを分析したところ、2025年は、2015年以降の資源低迷前

の水準にあると評価される。ただし、限定された期間及び地域の情報に基づく結果である

ことに留意すべきであるとしております。 

 次に、調査結果については、2014年頃には三陸から道東にかけて広域で豊漁が確認され、

沿岸域の群れに加え沖合から来遊する群れの豊度も高かったことに対して、水産機構が本

年５月、６月に実施した、漁期前調査では沖合域に分布する群れは少なく、調査ＣＰＵＥ

も近年の水準を下回らなかった。また、８月から９月の三陸から道東域におけるいか釣り

調査においても、ＣＰＵＥは近年の水準を顕著に上回るものでなかったとしております。 

 以上の情報を総合したものとして、冬季発生系群の2025年の加入については、小イカＣ

ＰＵＥの不確実性及びこれまでの調査結果を踏まえ、資源量が低迷する直前の2014年と同

程度とは現時点では評価できないものの、直近５年間の中では高水準にある可能性が高い

とみなすのが妥当であるとしています。 

 最後に、今後追加すべき情報として、北海道における小イカのＣＰＵＥ、三陸域におけ

る沖底の状況が掲げられています。そのうちの一部については、本日の説明の中で紹介し

たとおりです。 

 次のページに移ります。 

 「良好な加入」の発生の判断と変更後のＴＡＣです。 

 冬季発生系群の令和７管理年度の予測加入量の平均値は、近年の状況が継続するとの仮

定の下、15万トンとしました。今般、最新の資源評価の結果や漁獲の状況、利用可能な水

産機構の助言等を踏まえ、この予測よりも良好な加入が発生していると判断しました。 

 次に、この判断を受けてＴＡＣを変更するに当たり、八戸、岩手県主要港、宮城県主要

港の小イカの本年７月・８月のＣＰＵＥが、1980年、1999年、2001年、2002年、2010年、

2014年と同水準であった事実を用いました。これらの年の加入量は、平均で約70万トン、

最も少量であった1999年においても49.3万トンになります。 

 もう一つ、変更に当たり用いたのは、下の表で示します水産機構から示された試算結果

に基づく加入量の予測値とＡＢＣのデータです。こちらは、昨年のステークホルダー会合

の議論の中で準備し提供していただいたものです。 

 当時の資料は次ページに参考として付けました。この中で、シナリオ３の加入量の予測
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値は42.1万トンとなり、1999年の加入量、これを超えていることが分かります。 

 以上のことから、変更後のＴＡＣは、水産機構から示された試算結果のシナリオ３の加

入量を前提としまして、漁獲シナリオに採用されているβ、0.5でます。こちらを変えず

に算出した冬季発生系群のＡＢＣ1.7万トンに基づき、6,600トンを加えた、２万5,800ト

ンとします。 

 最後です。 

 この資源については資源状況が悪いことから、獲り残して資源が増える確率を上げよう

という意見があることは承知しているところですが、漁業法に基づき定めた資源再建計画

の下、ＭＳＹ水準まで回復するための当面の目標を立てて、令和16年、2034年に50％以上

でこれを上回る漁獲シナリオを採用したＴＡＣ管理を行ってございます。 

 その上で、今回のＴＡＣ変更については、本年７月・８月の小イカのＣＰＵＥから示唆

される加入量よりも控えめな加入量の予測値を根拠として算出したＡＢＣを基にしている

こと、また、ＴＡＣを定める際の想定よりも良好な加入を発生していることを前提としつ

つも、先ほどの資源再建計画に基づいて採用している漁獲圧力の調整係数を変更している

ものではないことから、資源の着実な回復を妨げるものではないと考えています。 

 以上が資料の説明となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明につきまして御意見、御質問等、よろしくお願いいたします。 

 木村委員。 

○木村委員 このシナリオ１、２、３というのは審議会の場では議論されていなかったの

で、ステークホルダー会議で議論されていて、この場ではなかったということでよろしい

んですね。 

○資源管理推進室長 はい、そうです。 

○木村委員 ということでよろしいんですね。その上で今、状況が非常によくなって、そ

して既に検討されているシナリオ３に基づいたいわゆる検討をして、２万5,800トンとい

う数字が出てきたということですね。 

 実際、今の獲れ具合というか、非常に切迫している状況について、ちょっと水産庁の方

から説明していただけますか。 

○山川分科会長 赤塚室長、お願いします。 

○資源管理推進室長 ありがとうございます。 
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 まず、資料の方で触れているものといたしましては、９ページですね。こちらが９月11

日時点の漁獲状況です。 

 現在９月19日ですので、この間にも漁獲が積み上がっている状況です。このため、漁業

によっては、配分を超えないように休漁を取り入れているところもあります。この件につ

きましては、この後で、委員の皆様から補足をいただけますと幸いです。 

 以上、19日の状況は説明したとおりでして、その後も非常に好調な漁獲が続いていると、

そのように承知しています。 

○木村委員 つまり業界からも非常に強い要望があって、今回のＴＡＣの上限を上に上げ

ていこうという理解でよろしいですよね。 

 あと、それに対して水産機構も、非常に良好な状況であるのでＴＡＣを上に上げること

に関しては支障がないというか、資源解析的に見ても支障がないという理解で進んでいる

ということでよろしいですね。 

○資源管理推進室長 ありがとうございます。 

 一つ、大変重要なポイントとしまして、このルール自体は、令和７管理年度の開始に当

たって導入されたものでして、このルールに則して行っています。その中において考慮す

べきものとして漁獲の状況がありますし、実際にそのような獲れ具合でした。その中で、

そういった声が出てきたということも我々は承知しています。事前に定めたルールに則し

て、今回ＴＡＣの変更を我々として考えたと。その中において水産機構からのデータとか

を使ったと、そういうことです。 

○木村委員 はい、分かりました。 

○山川分科会長 日吉特別委員。 

○日吉特別委員 少し質問させていただきます。 

 スルメイカが獲れているというのは分かりましたけれども、獲れているイコール資源状

況が増えたということでの考えでよろしいんですか。それか、近くに漁場ができた、だか

ら獲れたということもあると思うんですよ。 

 それ、水産庁にお聞きしたい。どちらだったんでしょう。 

○資源管理推進室長 日吉特別委員、ありがとうございます。 

 資料につきましてまず説明をした方がよろしいかと思いますので、ページ、５ページ目

を開けていただけますでしょうか。 

 この中ほどにあります。今回ＴＡＣを変更をする一番の理由になりますのは、ＴＡＣを
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設定するときに用いた加入量の予測値というものがあります。この加入量の予測値が、実

際にこの最新の調査の結果であったり漁獲の状況であったり、また利用可能な水産機構の

助言等を踏まえて、実際には当初予測していたよりも加入量が良好であったと判断したた

めに、今回変えたというところでございます。 

○日吉特別委員 ありがとうございます。 

 もう一点。資源評価で親魚量が少ないということ、この会議で前期の。そのときに親魚

量が少ないので厳しい管理をするということで、今回でもＴＡＣを30％増やすという提案

がこれはあったと思うんですけれども、ちょっといきなり増えているかなと個人的には思

うんですけれども。 

 あともう一点、令和４年のときだったと思うんですけれども、スルメイカ留保枠を国が

取ったときに、北海道の定置に１万トン、これ75％ルールで配分するということが確か、

魚谷部長はいらっしゃったのかな。そういうことがあったと思うんですよ。それ以降、Ｔ

ＡＣが相当厳しい、漁獲制限が厳しくなってきたので、大臣管理の漁業の方にも75％ルー

ルを適用したと思うんですね。 

 今回これから、私はこのことをすごく、これから当事者に、定置漁業が当事者になって

くるので、今、北海道も御存じのとおりサケ、マスが盛漁期に入った。今度はイカも正に

来る、冬になって。それで、もっと悪い状況というのは、マグロの小マグロ、大マグロも

一緒に来ている状況が続いている。その中で非常にナーバスな状態なので、イカのことも、

北海道の。もちろん富山県もそうです。富山県の場合は今度はブリと一緒に泳いで来る。

それで小マグロ、大マグロも一緒に来ている状態がずっと続いていて非常に不安です、定

置業界としたら。 

 ですから、今回の提案を私、否定するわけではないんですけれども、簡単にこういうこ

とをやっていくと、緊急避難措置というような状態を作っていくと、ちょっと心配するの

は、ほかの魚種にもこういうことが行かないのかなと。例えば、私たち漁業者が、いるよ

魚は、いるよと言ってスルメ以外でもそういうことが進むと、せっかく５年前に作った改

正漁業法の中でＭＳＹにのっとって資源管理をするという明文化されたことが、反故にな

らなきゃいいなと思った発言なんですけれども、答えられる範囲でお願いします。 

○山川分科会長 魚谷部長、よろしくお願いします。 

○資源管理部長 御意見ありがとうございます。 

 まず、令和４年に、スルメイカについて留保を設けたと。そのときの経緯というのは、
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新しい漁業法に基づくＴＡＣ制度にスルメイカが移行するに当たって、具体的には北海道

が数量明示配分に初めてなると。それまでは旧ＴＡＣ法の下で「若干量」という概念で管

理をしていたものが、数量明示できちっと守ってもらうということになると。正に北海道

のスルメの漁獲は定置が主体だということで、そこに対する何らかの配慮が必要だろうと

いうことで、追加配分用の留保を設けたという事実はございます。 

 一方で、それは北海道のためだけの留保だったかというとそうではなくて、それはほか

の大臣許可漁業にも、当然、配分は可能なものであったと。ただし、75％ルールに基づい

て、水政審との関係では事後報告でいいですよというものの対象は都道府県のみ。つまり

北海道のみだったということです。 

 一方で、その後、資源状況が悪くなってＴＡＣの数量も非常に絞られる中で、ここは臨

機応変に留保からの追加配分ができる形に大臣許可の方もする必要があるんじゃないかと

いうことで、その後、大臣許可についても、徐々にではありますけれども、75％ルールの

対象にはなって今いるということでございます。 

 一方でこのルールですね。このルール、令和７管理年度から設けられたこの資源調査の

結果、漁獲状況あるいは水産機構の助言を踏まえて良好な加入だと判断した場合には、こ

ういう期中改定もあり得べしというルールは、令和７管理年度から導入されたものでござ

いますけれども。 

 これを導入することになった経緯、ちょっと長くなりますけれども、お話ししておけれ

ばと思いますが、そもそも令和３管理年度から新しい漁業法のＴＡＣ制度に移行するとい

う予定で作業を進めていたんですが、令和２年の資源評価ですね。これについて、このと

きは秋生まれの系群でしたけれども、確か令和２年10月に公表したＡＢＣの案と12月に公

表した案、これは再生産関係に基づく理論的に導かれる数字から実測値を使って計算した

ものに変わったわけですけれども、これが２か月で３倍になったという事例がありました。

確か当初、来年のＡＢＣは６万トンぐらいですと言っていたものが、２か月後、更新した

ら18万トンぐらいになったと。そういう数字だったと思いますけれども、そういうことが

あって、じゃ、この３倍もぶれるやり方を本当にやっていいのかというような議論があり、

そのときには緊急避難ではないですけれども、確か５万トンぐらいだったと思いますが、

前年度のＴＡＣ。ＴＡＣ設定は前年同として、１年掛けて、もう資源評価のやり方、管理

のやり方を徹底的に再検討しますというようなプロセスがあったということです。 

 その際に検討されたのは、今日、大島部長も来ておられて、当時、非常に苦労していた



- 12 - 
 

だいたんですけれども、北米で行われているような資源評価あるいはＴＡＣ設定の考え方

ですとか、あるいは獲り残し割合を一定にするやり方、あと、３年間ＴＡＣを一定にする

というやり方、そういったものを検討した上で、結論としては３年間ＴＡＣを固定すると。

要は、その代わりに出てくるＡＢＣは控えめな数字になるんですけれども、そういうこと

でやろうということになったということです。 

 それで設定されたのが７万9,200トンという数字でございましたけれども、それで３年

間ＴＡＣ固定ですとやりましたが、３年目については資源が非常に悪くなって、本当に７

万9,200トン獲ったら大変なことになりますね、ということになり、ＴＡＣとしては７万

9,200トンとするけれども、資源が減らないであろう上限値として約２万9,000トンだった

と思いますが、２万9,000トンの当初配分の中でやりくりをしましょうという形のやり方

になったということ。 

 それで３年経って見直しで、今年から新しい方式ということですけれども。この際に、

そういった反省も踏まえて、３年固定というのはもうできませんね、という結論になり、

単年、単年で見直そうという代わりに、じゃあ、最初、問題になった、その３倍もぶれる、

ＡＢＣがぶれるみたいなこと、どう対応するのかということへの対応として、この資料で

いえば５ページの１に書いてあるような資源調査の結果、漁獲状況あるいは水産機構の助

言を踏まえて、これは農林水産大臣が判断しましょうと、良好な加入があったかどうかと

いうのを。その上でＴＡＣを変更しましょうということです。 

 ここは水産機構に判断の責任を負わせていない形にしております。それは、なかなか漁

期中に部分的なあるいは期間が限られた情報で、何トンまで増やしていいか水産機構に出

してください、例えば１週間以内に出してくださいみたいなこと、そういう無理を押し付

けるわけにはいかないということで。しっかり漁獲の状況なり何なり、あるいは今回はＣ

ＰＵＥを基に判断しているわけですけれども、それに加えて水産機構としての助言、判断

ではなくて助言を求めた上で、大臣が判断しましょうということになっております。 

 ほかの資源にもこういったことがどんどん広がっていくのではないかという御懸念につ

いては、このスルメイカは、先ほど赤塚室長からも説明しましたとおり寿命が１年という

ことで、要は、加入が半分になれば資源量も、漁獲対象資源も半分になる。そういった中

で倍になれば倍になるという、そういう資源という評価の難しさもあるという中で、こう

いう規定は入れざるを得ない。先ほども言いましたような、３倍ＡＢＣがぶれたりすると

いうことを踏まえて入れたものでありまして、例えば５年とか生きる資源に目の前の獲れ



- 13 - 
 

方がいいからＴＡＣの改定をするとか、そういった考え方が広がっていくとは思っており

ませんし、我々自身もそれを、あくまでも１年魚だというスルメイカの特性を踏まえて、

こういうルールを導入したということでございます。 

 この導入に関しましては、今年の２月だったかと思いますけれども、水政審で、このル

ールを導入することについては非常に重要な事項でありますので、赤塚室長の方から、こ

ういう趣旨でこういうルールを入れますという御説明はしっかりしておりますし、その際

に大きな反対意見についてはなかったというふうに私自身は記憶をしております。 

 ちょっとすごい冗長な説明になったかもしれませんが、この期中の改定をするというの

は非常に大きなことですので、できるだけ過去からの経緯、要は、ぱっと思い付いてやる

ということではなくて、もう数年にわたる経緯があってこういうルールがあり、それの運

用を今回するということだという御説明は丁寧にしておいた方がよろしいかと思いまして、

ちょっと長くなりましたけれども御説明をさせていただきました。 

 以上でございます。 

○日吉特別委員 ありがとうございます。 

 もう一点、お願いします。じゃ、そういうことだが、例えば今は資源状況がいいから漁

期中にＴＡＣの増枠をすると。じゃ、資源状況が悪い魚種があったら、そのときはＴＡＣ

の減枠はあるんでしょうかということと、ここからは私の業界の話なんですけれども。こ

の今度は、今日これが通れば、増枠が認められて留保に多分いくと思うんですけれども、

この運用については、ここで言える範囲でいいので。先ほど定置のことを言いました。こ

れから盛漁期に向かって行きます。小マグロ、大マグロもいっぱい入って、同じ時期に入

ってくる。このときに、言える範囲で構いませんので、定置の漁業者が、全国の定置の漁

業者、特に北海道と富山の漁業者が安心できるようなちょっとお答えができれば、してい

ただけませんかという質問です。 

○山川分科会長 赤塚室長。 

○資源管理推進室長 日吉特別委員、ありがとうございます。 

 今回のルールに則して行うこととして、まず大事なポイントは、今回、ＴＡＣを設定し

たときの加入の仮定は近年の状況を踏まえて低い、通常より低いとしていました。 

 期中に資源がよかったから増やすのであれば期中に資源が悪ければ下げることも当然あ

るものです。旧ＴＡＣ法の時代に実際に資源評価の結果、再評価後のＡＢＣが下がったこ

とをもってＴＡＣを下げている事例はございます。そういう意味で、我々常に上に上がる
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ものだけを見ているものではなくて、下がった場合についてもそういった対応をしていま

す。 

 ２点目です。先ほど増枠分は留保の中に入ると説明しました。留保からの配分は、資源

管理基本方針にあらかじめ定められたルール、いわゆる「75％ルール」に則して行うとし

ており、そのルールのただし書の中で、留保に不足があると見込まれる場合にはその限り

ではないとしています。 

 今回、増枠することに認められた場合にあってもなお、やはり留保の不足が生じるおそ

れがありますので、その中で基準に達したら自動的に配分するという運用をしてしまいま

すと、留保の数字が払底するということが十分起こり得ます。なので、運用の中で、留保

からの配分に最大何回までと上限を設けることで、特にその漁期後半に盛漁期を迎えると

ころの不安に応えているところです。 

○日吉特別委員 もうちょっと突っ込んで聞いていいですか。その留保の、要は放出して

いる漁業が何かありますよね。多分、定置はまだされていないと思うんですけれども、そ

ういう考えでよろしいですかね。ありがとうございます。 

○資源管理推進室長 日吉特別委員、申し訳ございません。ちょっと１件、間違った。 

 ９ページ開けていただけますでしょうか。 

 こちらの掲げられた表が、今、実際に具体的に配分の数字を明示して配分されている大

臣管理区分であり都道府県でございます。うち北海道については非常に漁模様が好調だと

いうことがありましたので、一度75％で、すみません、不足しまして国から１回出してい

る状況にあります。富山県の方はまだ出している状況ではございません。すみません、そ

こは若干訂正させていただきます。 

○日吉特別委員 大臣管理漁業の方では、どういう感じで留保を出しているんでしょうか。 

○資源管理推進室長 ありがとうございます。 

 上から順番に申し上げます。沖合底びき網漁業、９月19日時点です。留保から２回追加

配分を行っております。大中型まき網漁業は１回行っています。大臣許可いか釣り漁業は

まだ１回も行っておりません。小型するめいか釣り漁業も１回行っています。 

 繰り返しになります。北海道が一度、富山県が０回と、今そういった留保からの追加配

分の状況でございます。 

○日吉特別委員 長々ありがとうございました。 

○山川分科会長 ウェブの委員の方々からも何名か挙手されておりますので、まず阿部委
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員、よろしくお願いいたします。 

○阿部委員 北海道の阿部でございます。 

 ただいま説明があったとおり、スルメイカというのは単年性の魚種であり、ＴＡＣの設

定のために一般的に行われている前年の資源のデータから翌年度の資源を評価するという

のでは、実際問題、大変難しいというふうに私自身思ってございます。したがって資源評

価の精度を上げるためには、期中の水揚げ状況などを踏まえ資源の評価をすることが不可

欠であると思ってございます。 

 今回の直近のデータを基にシナリオを変更されるということですので、提案にあった案

には大賛成をさせていただきます。スルメイカのような魚種に対するＴＡＣの在り方につ

いては私自身思うところがありますが、まずは可能な限り資源や漁況の状況を注視し、資

源の評価の精度向上と漁業の実態に即した管理に努めていただくようお願いを申し上げま

す。よろしくお願いいたします。 

○山川分科会長 御意見いただいたということで、よろしいでしょうか。 

 ほかに。 

 続きまして、ウェブから津田特別委員、よろしくお願いいたします。 

○津田特別委員 すみません。説明、今まで聞いていて、ありがとうございます。 

 僕、一番やっぱり気になるのが、そのＭＳＹの達成に対する影響というのが本当に気に

なっておりまして、ＭＳＹはずらしてないということで大丈夫ですよねというのが先ほど

あったと思うんですけれども、現状、水産機構さんのその資源評価によると、そもそも

2034年までに最低目標である限界管理基準値まで50％の確率で回復させるのには、冬季発

生群で2025年度は漁獲量0.1万トン、秋季発生群は１万6,000トン、合わせて1.7万トンに

しなくてはならなかったというのはあると思いますし、今は暫定管理基準値以下なので、

まずは資源量をそこに戻そうというのがまず議論の前提にあると思っています。 

 確かに今日の説明を伺うと、ＣＰＵＥは非常に高くて、これまでの豊漁のときと比べて

も高いというのはすごく分かりました。ただ、たった７・８月の２か月だけ、そして三陸、

道東のみで高いＣＰＵＥが出ていて、資料の10ページの留意事項でも最盛期９月、10月含

んでいませんだとか、あとは道東域での漁獲量は三陸域ほど近年に比べて大きく伸びてい

ないというような記載もあるので、今回の豊漁というのは、もしかすると黒潮の大蛇行の

影響が弱まったせいで水温とか餌環境がよくなって、これまで深いところにいたイカとか、

何かほかのところにいたのが一時的に局地的に集まったという可能性も否定できないんじ
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ゃないかなというふうに、正直感じています。 

 この限られた２か月という局地的なその豊漁の結果だけで、資源量が増えた、加入量が

増えた、ＴＡＣを拡大しようということには、すごくやっぱり危機感を感じていて、もし

この豊漁が特に一時的、局所的なものだとしたら、そもそも親魚の量ですね。ＳＢｍｓｙ

が2014年からずっとその限界管理基準値を下回っている状況なので、もしそれが見立てが

間違っていたら、いよいよその禁漁水準に入ってしまうんじゃないかなというのをすごく

危惧しています。 

 そもそもＴＡＣというのは枠上限に来たら操業停止するというのが国際的な共通認識だ

と思っていて、またその混獲対策のための増枠という話もあると思うんですけれども。そ

れって、そもそも年初に設定したその留保枠がそういうバッファー機能をしていたと思う

んですよね。なので、追加するにしても、混獲対策とかにその6,000トン以上というのも、

素直に本当にそんなに要るのかなと思ってしまうというのがすごくあります。 

 とはいえ僕も魚を売っている魚屋ですし、産業界の気持ちというのはすごく分かるし、

今ちょっと厳しめの話をしながらも、頭の中では全国イカ漁をやっている漁師とか水産加

工会社の友達、友人たちの顔がちらついてきて、本当に心苦しいなというのは正直なとこ

ろなんですけれども、僕自身この水産業をすごく愛しているからこそ、あえてやっぱり言

わなきゃいけないのかなというので、すごく科学的根拠もまだまだ不十分な中で目の前に

いるものを追いかけてしまうというのは、来年以降その未来の産業を潰すことになりかね

ないなというすごく危機感を持っていまして、確かにその１年魚という話ですけれども、

１年魚とはいえ親魚が減れば加入量も減るという相関は出ていますし、資源あっての産業

であって、産業あっての資源でないというのはやっぱり常に心に留めておかないといけな

いと思っています。 

 すみません、長くなりましたけれども、以上から今回の増枠に関しては僕は科学的根拠

とか調査がまだ不十分でないかなというのをすごく感じるので、反対というか、慎重意見

を述べさせていただきたいなと。もう少しその時期だとかエリアとかを拡大して、十分に

調査してから判断すべきじゃないかなと思っています。 

 また、同時にその資源評価のリアルタイム化。それ前の年とか前の前の年のものを使う

ではなくて、やっぱりリアルタイムに評価していくというのはすごい大事だと思いますの

で、例えばその漁業者の皆さんの協力を得ながら、その漁船を活用させていただいて漁場

以外も調査する用船調査に予算を付けるだとか、リアルタイムでデータ収集するというこ
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とが、本当に皆さんおっしゃるように、この確実性が高い現状の海洋環境への柔軟な対応

には本当に必要じゃないかなというふうに思っています。 

 長くなりましたが、以上です。 

○山川分科会長 ただいまの御意見に対しまして、赤塚室長、いかがでしょうか。 

○資源管理推進室長 津田特別委員、どうもありがとうございました。今回、正にこうい

う御意見があるということを承知した中で、私どもＴＡＣの変更を今回お諮りするもので

す。 

 我々が判断の根拠としたものといたしましては、11ページになります。３の（４）にな

ります。 

 ＴＡＣ管理は資源再建計画に基づいて行っており、更に漁獲圧力の調整係数は変えてい

ません。また、加入が良好と判断したときの数字については、過去実績の平均が70万トン

のところを42.1万トンを採用しました。この差は、このまま資源の回復に貢献するもので

す。 

 今回、ＴＡＣを変更しようとすることに対して、津田特別委員から頂いたことも重く受

け止めてやっていきたいと考えています。指摘のとおり、今後こういうことがより科学的

根拠をもってしっかり議論できるようになるためには、リアルタイムに集めた情報に基づ

いてしっかりした評価を行える体制。今現在の手法ですとタイムラグの問題がありますし、

定性的なものを定量化するというところでどうしても時間が掛かってしまうところがあり

ます。データ収集というところでの努力もありますし、モデルの改善というところでも非

常に取り組まなきゃいけないところです。 

 ただ、将来的には、今日、津田特別委員おっしゃったとおり、ＴＡＣの変更を伴うとき

には、より確実な、よりしっかりとした確たる科学的根拠に基づくものだというところは

大変共感するところございますので、将来、ＴＡＣ管理の方に、今日こういうことで厳し

い御意見いただいたということも受け止めまして、また引き続きＴＡＣ管理について取り

組んでまいりたいと思うところでございます。 

○津田特別委員 ありがとうございます。是非ね。 

 何が何でも反対しているという話ではなくて、やっぱり増えたらその分獲るというのは、

枠増やすというのは分かりますけれども、逆にやっぱり減ったら、その分枠をちっちゃく

する。今まであまりそっちに動きはなかったと思うので、やっぱりそういうのをリアルタ

イムにデータを取って、本当に将来世代にどんどん資源を残すということで業界一丸とな
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ってやっぱり考えていくべきだと思いますので、そこだけは強く意見として申し述べたい

と思います。よろしくお願いします。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、ウェブから岩田特別委員、よろしくお願いいたします。 

○岩田特別委員 失礼します。全国いか釣り漁業協会の岩田でございます。 

 このたび、順調に漁獲の実績が積み上がりまして、全国のいか釣り漁業者は漁獲枠がな

くなって休漁になるのではないかという不安を抱えておりました。その中で、先ほどの赤

塚室長の御説明のとおり全ての漁法で漁獲があることから、小型いか釣りとしては、水産

庁から説明いただいた予測値よりも良好な加入が発生していると判断からＴＡＣの追加と

いう提案を支持いたします。更に各漁法の中で資源管理に取り組みながら漁獲することが

重要だというふうには考えておりますので、そのところを御了承願いたいと思います。 

 そして、もう一つ、どうしても付け加えたいことがございまして。 

 現に７万9,000トンという３か年のＴＡＣから、今年１万9,200トンという約４分の１に

激減したわけですね。非常にこれは我々漁業者としては死活問題であるんですが、真剣に

資源管理に取り組もうという背景のもと決定をしておられました。しかしながら我々の業

界というのは全国で約3,000隻おりますが、二十数年以上にわたって資源管理のために箱

数制限や休漁日の設定、又は燃油削減のための効力削減等、既にかなりの努力をしてきて

おるわけです。その努力の後のこの状態でございますので、決して今まで怠けているわけ

でも、甘んじて、あぐらをかいているわけでもございません。 

 その上で何とか最低限の経済を維持するために、今回のＴＡＣの追加ということには

我々業界として賛成をさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

 以上です。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 では、続きまして同じくウェブから伊藤委員、よろしくお願いいたします。 

○伊藤委員 北海道の伊藤です。 

 ９月４日の審議会で私から指摘したとおり、スルメイカは漁業のみならず流通・加工業

界を含めて地域経済を支えていく上で重要な資源でございます。水産研究の水産機構さん

も大変でしょうが、その一方で寿命が１年ということもありまして、ほかのＴＡＣ対象魚

種とは異なりまして資源評価に不確実性が著しく高いこともあって、より柔軟なＴＡＣの
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運用が必要な魚種と考えます。 

 沖合底びき網漁業では、スルメイカの主要産地で９月１日から禁漁が明けまして各地と

も例年どおりの自主規制の下で操業が始まったところ、スルメイカの豊漁に恵まれ、漁業

者、流通業者、加工業者それぞれの関係者が大きな規模を期待して地域に活気が生まれて

まいりましたが、水産庁からＴＡＣ留保枠の残量に不安があることとの理由から75％ルー

ルという、追加配分がいきなり制限されまして、先週から各地で実際に船を泊めざるを得

ない非常事態が発生しております。正に現場では死活問題となっておりますし、これから

漁期を迎えます北海道では、漁業者も加工業者も流通業者も大きな不安を抱いております。 

 こういう中で今回の増枠につきましては評価いたしますが、現状の漁獲状況等を踏まえ

て水産機構による速やかな再計画を、再計算を要望いたしますとともに、75％ルールの下

で実際に操業が止まり死活問題となっている現状や、漁期が異なるほかのそれぞれの漁業

の特性を十分に踏まえまして、より適切な追加配分の運用を行うことを強く要望いたしま

す。 

 スルメイカのように資源評価の不確実性が高いＴＡＣで漁業者を死活問題に追い込むこ

とは、本末転倒だと私は考えております。また、ＴＡＣの各管理区分への配分は審議会の

諮問事項と理解しておりますが、留保枠が十分ある段階で各管理区分の最終的な配分まで

も決定付けるような75％ルールの運用は、多少問題ではないかとも考えております。獲り

残すことなく消化方法を考えていただきたいと、私からの要望でございます。 

 以上です。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。 

 あとウェブから、青木委員が挙手しておられます。 

 青木委員、よろしくお願いいたします。 

○青木委員 よろしくお願いします。 

 まずは、今回の直近のデータを使った期中改定ですね。これは今までなかったことだと

思うんですけれども、最新のデータ使うということで今回の変更には賛成いたします。 

 その上で、意見二つさせていただきたいんですけれども、資源評価に関して、確か今ま

でスルメイカに関しては、単年性にもかかわらず資源評価は２年に１回しかやっていなか

ったということだったと思います。去年の審議会で、毎年、単年性なんだからやったらど

うだという私からの意見に対して、赤塚室長がそういうふうに努力しますということで確

かお答えいただいたと思うんですけれども。今回のような事態にならないためにも、早急
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に最新のデータを使えるような形で評価して、そこから数字を導き出していければいいの

ではないかと思います。 

 この意見が１点目で、あともう一点、このスルメイカのような資源の増減が激しい魚種

ですね。こういったものには、国の留保、去年、確か７万9,200トンの中で７割ぐらいは

国の留保だったと思うんですけれども、国の留保の割合をかなり増やしても今後はいいん

じゃないかなというふうには思います。 

 以上２点、意見でした。 

○山川分科会長 御意見いただいたということで、何かコメントございますでしょうか。 

 大島部長、よろしくお願いします。 

○水産機構部長 ありがとうございます。水産研究・教育機構の大島です。 

 コメント２点頂きました。最初のコメントの方への回答となりますけれども、資源評価

に関しては毎年行っております。２年に１回ではなく毎年、資源評価を行っております。 

 今回の、何回も話が出てきておりますこのリアルタイムにするというところに関しては、

もともとは単年性でもありますし必要性というのは常々感じていましたが、今年のこうい

う現状を見て、やはり研究機関としてまずはそのためにどういうことができるのか、我々

がどういう情報を持っているのかというところから踏まえて、その検討をしていかなきゃ

いけないんだというところは考えておりました。 

 単年性で資源評価が難しいといいますか、資源評価をどこまで踏まえるかというところ

もあるんですけれども、すみません、ちょっとコメントが長くなってしまって。 

 資源量を推定して、そこから先、将来を予測するわけですけれども、多分その精度がよ

くないとおっしゃられております、この将来を予測するところだと思うんですよね。そこ

がとても難しい。それはもう担当者として認めます。ただ、資源がどれぐらいいるかとい

うところに関しては、調査では漁業のデータを使ってしっかり推定を行っていますので、

それなりの精度はあるというところは、ちょっとコメントとして付け加えさせていただけ

るとうれしいです。ありがとうございました。 

○山川分科会長 赤塚室長。 

○資源管理推進室長 ２点目ですね、留保の数量の設定。こちらは、毎年ＴＡＣの設定と

併せて配分のことあります。配分に際して、ＴＡＣの全体のうちでどのくらい留保を取る

のかというところが、非常に大きなポイントとなってございます。 

 そのような意見があったということで承知いたしまして、また来年度ＴＡＣのときに参
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考にさせて、また検討を続けていきたいと思います。ありがとうございます。 

○青木委員 是非、資源評価は最新のデータを使うような形でやっていただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

○山川分科会長 ほかにいかがでしょうか。 

 髙橋委員。 

○髙橋委員 ありがとうございます。 

 一つ質問させていただきたいんですけれども、本日御説明の中でしていただいているの

は、冬季発生系群についての調査結果に基づいての増枠だと思うんですけれども。最初に

御説明いただいたようにＴＡＣは一体で管理されている中で、これは秋季発生系群に何か

悪影響があるようなことはないのかなというのが私の質問です。 

○山川分科会長 赤塚室長。 

○資源管理推進室長 ありがとうございます。 

 今回、おっしゃるとおり冬季発生系群と秋季発生系群がありまして、資源量で申します

と秋季の方が多い状況です。今回、秋季発生系群については、調査の結果等を踏まえてＴ

ＡＣの変更をする判断に至りませんでした。 

 なので、全体のその大きさですね。結構な倍数ございますので、冬季をこのように変え

たことでもって全体に与える影響は少ないと、私どもの方は判断してございます。 

○髙橋委員 ありがとうございます。 

○山川分科会長 渡部委員。 

○渡部委員 すみません、内水面漁業の渡部でございます。 

 直接このスルメイカの今回のＴＡＣ拡大に関係するかどうか分かりませんけれども、今

日は非常に地域も限定的で、期中のある時期において良好な加入が見られたからというこ

とで、拡大へいうことで、今お諮りをされているというように思うんですけれども。 

 以前、私も２年前に、これは企画部会で八戸に寄せていただいて、その中で、ここ10年

ぐらいイカが不漁で獲れなくてというようなことをずっとおっしゃっていて。今から２年

ほど前ですかね。これは今回の地域とは別の、別いうか反対側の日本海側の方が中心にな

っていたと思うんですけれども、イカが獲れなくなったのはマグロが食べるからやという、

そういうことで自民党幹事長にも何とかしてくれということで陳情された記事が載ってい

たなということを思い出しておるんですけれども。 

 今、そうしたら、そのときにはもうマグロを何とかしてくれという話であって、それは
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そんな有効な手立てはもちろんあったわけでもなく、その後もクロマグロは増えていって、

昨今においては遊漁の方でもかなり規制をかけないかんというぐらいになってきたと。マ

グロが増えていっている。そうしたら、理屈で言うと餌となるスルメイカを始めイカ、ど

んどん獲れなくなるということなんですけれども。 

 今回、限定的な地域で、そしてまた期中のある時期であるけれども、良好に増えたとい

うことですね。これは、そのとき水産機構のコメントも載っておったと思うんですけれど

も、一概に何とも言えませんという、そういうことの回答でして、具体的には、そのマグ

ロが食べた内容物とか、そんなんいろいろ検査しても、それほど比重が高いとは思いませ

んとかいうような、そういうコメントが載っておったと思うんですけれども。 

 今の時点で、その説、それはちょっとはやっぱり後退したのか、いやいや、まだ分から

んのか、それかまた違う考えがおありなのか。ちょっと水産界全体の話でちょっと聞きた

いと思うんですけれども、それはいかがですか。 

○山川分科会長 大島部長、いかがでしょうか。 

○水産機構部長 ありがとうございます。クロマグロとの絡みの話で、スルメイカの話だ

と大体、最近その話がよく出るんですけれども、いわゆる食害といいますか、クロマグロ

がスルメイカを食べるというところに関して、昨年度の２回目のステークホルダー会議の

方で研究機関として回答いたしました。 

 そこに関しては、これまで行っていますクロマグロの胃内容物の調査がございまして。

それによってどういうものを食べているのかというのを調べたところ、当然やっぱりスル

メイカを食べる。それは食べるんですけれども、そればかり狙っているというわけではな

いというのは、その胃内容物調査の結果の方から分かってきたというところで、その見解

に関しては、その情報はまだ今のところ更新はされていないので。要は、だからクロマグ

ロがスルメイカばかり食べていて、それによって減っているというわけではないんだろう

ということは変わらない結論といいますか、メッセージにはなるのかなと思います。 

 あともう一つ。二つありまして、操業を阻害するというのがあるわけですよね。いか釣

り操業。それは、８月28日のスルメイカの資源評価の意見交換会というのを水産庁さんの

主催でやりまして、そのときにいろいろこの資源評価の内容のことも話しましたところ、

漁業者さんの方から、そのソナー、魚探の映像を見せていただいて、そのときにクロマグ

ロが阻害をするような画像というのを見せていただいて、それに関しては、我々がこの漁

業データを使って、資源評価をする際にそういうところも考慮をしなきゃいけないですよ
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ねと、そういうところは共通理解を持つ。ただし、それを支えるための今どうしてもデー

タがないので、そこは課題なんですけれども、その必要性といいますか、どういうことが

起きているのかというところはそういう画像を通して知らせていただいたという、そこは

一つ前回の意見交換会の成果だったかなと思っているところであります。 

○渡部委員 ということは、今回の非常に限定的な話の中では、今までの動きとしてはさ

ほど何ら両方にとってプラスの要因もないしマイナスの要因もないという、そんなぐらい

の程度ということで理解していいですね。 

○水産機構部長 ちょっとその程度をどう評価しているか分からないんですけれども、本

当に評価に考えるのであれば、もし強引に自然に死んでしまう死亡率を上げていくとか、

そういうことになると思うんですけれども、それはまた違う話ですけれども。 

 今のところ、なので、すごく大きな影響を与えるものではないという言い方になるんで

しょうか。ありがとうございます。 

○渡部委員 分かりました。ありがとうございます。 

○山川分科会長 ほかにいかがでしょうか。 

 釜石特別委員。 

○釜石特別委員 ありがとうございます。海員組合の釜石です。 

 まず率直な意見といたしまして、資源評価のときに、これまで過去から使われてきた、

漁獲圧が資源に影響を及ぼしてきたという発言がこれまでにあったかと思いますけれども、

決してそうではなくて、やはり自然環境の変化がこの資源に与える影響というのが大きい

んだというのは、これで明確化されてきたのかなというふうに思います。 

 魚を獲り過ぎて資源がなくなったんだという表現が、あまりに一般の国民の皆さんに与

える影響が大きい。そうすると、こういう期中改定には慎重にならざるを得ないというの

は一方で意見としてあると思います。ですが、やはりこの単年性のスルメイカはこのよう

に環境が変わったらすぐに漁獲量が積み上がるというのは、これは会場の皆様、周知の事

実だと思ってございます。 

 その上で、この８ページ、９ページを見て、少し三陸の漁業の状況をお話しさせていた

だきたいですけれども、まず８ページの八戸の例を取ってお話しすれば、漁が解禁になっ

たのは９月１日です。本日までに12日間操業していると伺ってございます。この中には入

っていない沖合底びき網は、福島の情報は入っていないんじゃないかなと思っていますけ

れども、ここでも今、スルメイカの漁獲量が見えてきましたというふうになっております。
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したがって９月１日から本日まででもう消化率が66％、このような現状があります。 

 大臣許可のいか釣り漁業は、これも８月末までに29隻中26隻は北太平洋公海でアカイカ

の操業をしていましたので、スルメイカはほとんどが３隻以外は９月初旬から操業してい

る状況にあります。それで17％消化。小型のするめいか釣りは昼も操業して水揚げをした

りしていますので、その状況があって今65％。こういう状況にございます。 

 昨年までは底でしかスルメイカ獲れませんでしたというようなお話でしたけれども、こ

れは浮いているものも底にいるものもイカが豊富にあるんだという裏付けにあると思われ

てもよろしいかと思います。今回の期中改定、これは増枠されてしかるべきだと思ってお

りますが、昨年の７万9,200トンで比較しますと、これでもまだ３分の１未満です。資源

の回復状況を見ながら設定されるべきものですが、やはりこのＴＡＣ令和７管理年度を設

定するときに、獲れるものが獲れないという状況にならないよという御説明を頂きました。

ですが、この数量ですと、獲れる時期に獲れるものを獲れない状況がもう既に来ることが

目に見えているということも一方でございます。 

 現に青森県とそれから宮城県、本日も自主休漁しているところです。初日よりも、１日

の数量も限定的にしています。今、沖合底びき網は１日約２トン、１隻当たり２トンの漁

獲量でセーブをして更にそれに自主休漁を加えているという状況にありますので、ただた

だ獲っているわけではない。漁業者も漁業従事者も資源管理を念頭に、今、操業に従事し

ている、その中で、このＴＡＣでは足りないという話をしているということだけをお話し

しておきたいと思います。 

 以上でございます。 

○山川分科会長 どうも、現場の詳しい状況の御説明ありがとうございました。 

○日吉特別委員 最後、いいですか。 

○山川分科会長 日吉特別委員。 

○日吉特別委員 今のいろんな話が出ていると思うんですけれども、20年前には30万トン

獲っていたわけですよね。それで、今日の、私、今日、沖へ行ってスルメイカ20キロぐら

いかな、あって1,500円でした。私は関東圏なので、関東圏に入荷があれば、こんな値段

しないですよね。本来でしたら、今から７年、８年前は300円ぐらいで、こうしたものが

値段がそこまでついている。じゃ、消費者が十分に大衆魚と言われているスルメイカを今

食べているかというと、ちょっと疑問なことがあるし。 

 20年間なんていうのは、海洋、海の環境の自然のことなんか20年間、まばたきみたいな
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ものですよ。海のその環境のことなんか。それが30万トンが愕然と減ってきたことは、明

らかにこれは資源が減っていると認めざるを得ない。環境変化もあるでしょう。でも、要

因の大きな要因かもしれないけれども、やっぱり水産庁が今推進している資源管理をして

次世代につなげるということはすごく大事だと思う。私のような田舎の漁師ですら危機感

をすごい持っています。 

 このことは前回の会議でも言いましたよ。これ、すごく大事な会議じゃないですか。国

民に食料を与える。若い漁業者に漁業を伝える。僕もそうかも。業界の団体だからいろん

な、こうやって意見を言います。だけど、そのことが根本になきゃ国のこの大切な会議が

意味がないじゃんって、俺は前回の魚谷部長にもお答え求めましたけれども。別に格好付

けているわけじゃないよ。つながっていかないよ、漁業なんか。今のままでは。 

 ちっと増えたからと言ったって、たった20年よ。多分、水産大学を出てやっている人は

技官でしょうから十分分かっているでしょう。たった20年、まばたきをするくらいの世界、

海の環境のことだったら。それがやっぱり減っているということは、環境変化でそうやっ

て漁獲量が減るということだったら、じゃ予防的な措置だってあるじゃないですか。環境

変化で魚が獲れないというんだったら。 

 僕は毎日、若い漁業者が、定置は特に多いです、若い漁業者が。毎日仕事していて、こ

の子たちにどうにかつなげたいと思うから、ここでも相当なちょっと浮くような話もして

いると思いますけれども、この会議はすごく重要だということを前回も言いましたけれど

も、今回も言わせていただきたくて発言しました。すみません。 

○山川分科会長 どうも貴重な重要な御意見ありがとうございました。 

 谷地特別委員。 

○谷地特別委員 ありがとうございます。全国いか釣り協議会の谷地でございます。 

 今回のＴＡＣ変更については資源管理基本方針の記載を踏まえた措置が成されたと認識

しており、皆様には本当に感謝、このような判断をしていただいたことに感謝していると

ころであります。 

 スルメイカ資源は、ほかの資源と異なり評価の不確実性が高い資源であることから、こ

のような漁期途中の不測の事態に備えて、現在の基本方針の規定は非常に大切な規定だと

考えております。また、水産機構の資源調査については、小型いか釣りの調査データ等限

られたデータを使用しているため、中型いか釣りや底びき網など他の漁業業種のリアルタ

イムな漁業データも組み合わせて加入状況の判断を判断するという手段を、今後も機動的
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に行う必要があるのではないかと思っております。 

 今回、ＴＡＣの変更6,600トンということですが、全ての漁業種類また幅広い地域での

足元の漁業状況を踏まえれば、今年は資源評価で想定された水準を大幅に上回る加入が発

生していると考えられます。室長さんからも御説明あったとおり、今回、シナリオ３の

42.1万トンを基準として6,600トンということでございますけれども、８ページにござい

ますように標準化ＣＰＵＥの５年平均を見れば69.7万トンということになれば、69万トン

ですか、そうすれば私、個人的には、この70万トンを基準としたＴＡＣ配分をしてもよか

ったのではないかなと思っているところであります。 

 あと、やはり現場の声としては、いろいろ堅いことを申しましたけれども、何とかこの。

何でこの大幅な上回る加入が発生しているかというと、現場の声ですけれども、うちの75

歳の船頭ですね。三陸沖でアカイカ操業が終わって三陸沖でスルメイカ、ここ必ず数年、

イカは獲ります。けれども本当に１週間や10日で漁が切れてしまう。だから仕方ないから、

日本海大和堆に行っているということで、じゃ今年みたいに７月から９月の今日まで毎日

のように獲れている、大量に獲れているというのは、いつそういうときあったのと聞いた

ら、20年前の海だったかな、30年前かなと記憶にないくらい、昔はそういう年はあったけ

れども、ここ数十年来こんなに何か月も毎日獲れるときはないというお話がありました。 

 二つ目は、ここ数年、三陸沖では、我々中型いか釣り船は、海底200メートルから250メ

ートル、スルメイカは海底深いところにしかいなくて針が届かないということで、全くい

か釣り船には釣れませんでした。しかし、今年は170メートルから150メートル。昨日うち

の船頭たちは130メートルから110メートルのところに針を降ろして、スルメイカを大漁し

ております。要するに、私は考えるのは、スルメイカの生息するのが海底じゃなくて水深

が浅くなった。浅いところでも獲れるということは、深いところでも獲れるけれども浅い

ところでも獲れる、このイカの層が幅が広くなったと申しますか、浅いところでもスルメ

が今年は獲れるというのが今年の特徴でございます。 

 三つ目は、今年７月入りまして、うちの中型船のうちの船も７月から八戸前沖、三陸沖

でスルメイカ漁をしておるんですけれども、毎日、船頭から電話きます。いや、気持ち今

日も大きくなったな、今日もまたスルメイカ大きくなったなと、当たり前のことです。日

に日にスルメイカは大きくなるんですが、７月の下旬、イカが小さくなったという話があ

ったんです。８月お盆辺りも、休まないでやっていました。イカがすごく大きくなったと

いうのが、お盆明けでしたか、イカが小さくなったと。昨日、また、イカがどんどん大き
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くなったのに、昨日もまたイカが小さくなった。何言っているんだと、普通イカって日ご

とに大きくなるんじゃないのとほかの船頭に聞いたら、次々違うイカの群れが、新しい群

れが入ってきているというのが、今、八戸前沖、三陸沖で起きているというところを現場

の人間が言っております。 

 私、中型いか釣り船なんですが、うちの船頭を始め仲のいい小型のいか釣り船の船頭さ

んたち、また沖底のトロール船頭さんたち、また大中型まき網の船頭さんたち、また大型

さんま船の船頭さんたちと、ここ１か月、２か月、６月、７月からいろいろお話しさせる

機会があって、船を訪問してお話ししたら、皆さん一様に同じことを言います。八戸前沖

の海が、三陸の海が昔に戻った。昔って何ですか。水温と潮の流れが昔に戻ったというこ

とを言っておりました。 

 私は評価する人間でもありませんし、あれですけれども、何で海が前に戻ったのかは、

黒潮の蛇行も終息があったのか。何があったかはっきりは分かりませんが、以上の理由か

ら今回の6,600トンの増枠となったシナリオ３の加入の量は現場の漁獲状況とは大きくと

いうよりは、かなり乖離していることを踏まえて、水産機構様には現状の漁業のデータを

活用して、シナリオ３を上回る加入が起きている場合を想定したＡＢＣ計算を速やかに実

施していただきたいと思っております。 

 そこで私から二つのお願いというか要望なんですけれども、水産機構様にはお手数をお

掛けしますが、水政審として水産機構側に新たなシナリオに基づくＡＢＣ計算のリクエス

トをできないでしょうか。 

 もう一つは、皆さん委員の方はお忙しいと思いますが、そのシナリオに基づく計算の結

果により、改めて早々に来月早々にでもこの水産政策審議会を開いていただき、スルメイ

カＴＡＣの見直しについて審議いたしたいということを要望したいと思っております。 

 135回の水政審で山川分科会長さんもおっしゃっていました。このスルメイカ、レジー

ム・シフトするような業種ですと、資源管理目標をどうするかという御発言がありました。

そこで、現状のこのやり方では現場の漁業者の方々に非常な不便をというか、急激に漁獲

量を削減、極端な場合には禁漁しなければならないといったことを課すのは、それはいか

がなものかなという御発言がありました。私もそのとおりだと思います。 

 また、室長さんからも御発言がありました。実際にＴＡＣの変更は良好な加入があった

とき、獲れる速度がものすごい速いというものがスルメイカの特徴だと我々も思いますの

で、そのような事態が起きたときは、獲れるものが獲れないという状況にならないように
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頑張っていきたいという御発言がありました。 

 私個人的には、今、良好な加入が発生していると思いません。良好な加入それを上回る

最良な加入が発生していると現場は思っていることをお伝えして、重ね重ねになり、繰り

返しにはなりますが、やはりあのＡＢＣ計算の提出をさせていただきまして、委員の皆様

には大変お忙しいと思いますが、早々に水政審を開いていただき、スルメイカのＴＡＣの

見直し、また審議していただきたいと要望いたします。 

 以上です。 

○山川分科会長 どうもありがとうございます。 

 御意見、御要望を頂いたわけですけれども、ＡＢＣの再計算で、それに基づく水政審の

緊急の開催。これについては果たしてどこまで可能なのかということもございますので、

水産機構というよりは水産庁としてどのように考えておられるかということも御説明いた

だきながら議論すべきかと思います。 

○資源管理部長 御意見ありがとうございます。お気持ちは非常によく分かります。 

 この、今、画面に映っている表を見ると、今年７月、８月の八戸、岩手、宮城のトータ

ルの小イカのＣＰＵＥで見ると、平均では70万トンぐらいあって、それと同水準の、今年

７・８月、夏の今申し上げたＣＰＵＥとの比較においては、加入が平均では70万トンぐら

いあると。それに対して、この表で見れば一番少ない49.3万トンよりも更に下の42.1、そ

れのシナリオ３に基づくもので今回6,600トンの増加ということで、もっといけるんじゃ

ないかという御意見で。実際に現場で御苦労されている方の意見としては、それは十分理

解はします。 

 一方で、正に今までの議論の中で、皆さん、この親魚の獲り残しということからすると、

せっかく出たいい加入は獲り残すべきなんじゃないか、あるいはこのデータ、ＣＰＵＥの

データ自体も対象としては期間あるいはエリアがフルの状態ではないものを用いていると

いうことで、水産庁の判断としてシナリオ３、この資料でいいますと一番最後のページで

すかね。「参考」とあるものであれば、要は通常の再生産関係式の90％信頼区間の上限、

かなりこれは高い数字であります。 

 要は今、今年のＴＡＣの基になっている再生産関係というのは、バックワード・リサン

プリングということをやっておりまして、当面、近年の低加入が当面は続くという前提で

のものになっているわけですけれども、シナリオ１というのはそうじゃなくて、通常の再

生産関係に基づく加入があった場合はこうなりますよで、シナリオ２というものについて
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は、その過去の低加入の期間で、低加入の期間の中でもスポット的に加入がよかったとき

のもので、最後は、通常の再生産関係をベースにしてそれに、その更に90％信頼区間の上

限ということで、かなり高い数値を出しているということでございます。 

 引き続き漁獲の状況、積み上がりの状況なり何なりというのは、水産庁としてウォッチ

をし、モニタリングをしていきたいと思いますし、資源評価については通常の資源評価ベ

ースで同じように漁獲の状況なり積み上がりを見て、通常パターンの通常のタイミングで

の資源の再評価というか、そういったものはしていただけるとは思いますけれども、それ

を受けて、再度諮問して増やすということについては、そもそもこの資源管理基本方針の

ただし書に書いてある規定を超えるものだと私自身は思いますし、この場でリクエストに

応じて、そのように対応したいと思いますということは申し上げることはできません。 

 水政審については、諮問するしないは、これは水産庁側の、農林水産大臣が決める話で

すので、それを水政審の側から再度増枠することについての審議をしたいというようなこ

とを、水政審の側で決めるものではございません。あくまでも水産庁として、何か諮問す

ることがあれば皆さんお集まりくださいということで投げ掛けるものであって、それは水

政審としてやりましょうという、あくまでも諮問機関でございますので、そこの則は越え

られないというふうに私自身は考えております。 

 以上でございます。 

○山川分科会長 よろしいでしょうか。 

 すみません。ウェブから津田特別委員が挙手しておられるとのことで、津田特別委員、

まずよろしくお願いいたします。 

○津田特別委員 最後になんですけれども、今回のこの期中変更の決定というのは、本当

に今後のスルメイカのみならず、日本のこれからの水産資源管理だとか評価においてもす

ごく重要なことだと思うんですね。確かに未来のことは誰も分からないというのはそのと

おりですし、だからこそ単にその枠が増えてうれしいとか減って悲しいとか、そういう話

でなくて、きちんとこのＰＤＣＡ回して、この決定が本当に正しいものだったかどうか、

そういったのを半年後、１年後にちゃんと答え合わせして検証するということが必要だと

思うんですよ。 

 今回のこの期中変更が多分これからの一つの事例になるというか、になる可能性も高い

ので、その辺、増やして終わりとかじゃなくて、きちんと検証するというのを皆さんで進

めていけたらなと思いますので、最後にそれだけ申し添えます。よろしくお願いします。 
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○山川分科会長 どうも非常に重要な御意見ありがとうございます。正にそのとおりだと

思います。 

 では、薮田委員、よろしくお願いいたします。 

○薮田委員 日かつ、薮田です。 

 今回の期中改定は漁況好転に対応した措置と考えております。前回の資源管理分科会で

早急なこの増枠の判断をという話もあり、釜石特別委員やほかの委員の方からも、既に実

質的な休漁をされている漁業者さんがいらっしゃるというふうに、今、伺いました。水産

庁の指導やこのＴＡＣ、安全側や協力的な立ち位置に立って、実質的に休漁した漁業者が

結局増えた、つまりあのとき休漁する必要はなかったというような不利益な状況に陥るこ

とがないように、運用・運営をしていく必要があるんじゃないかなというふうに考えます

ので、その点、申し上げさせていただきます。 

○山川分科会長 御意見いただいたということで、よろしいでしょうか。 

 木村委員。 

○木村委員 今回の水産機構が出した、あと水産庁が出してきたＴＡＣの新しい推定です

けれども、今までＭＳＹ理論に基づく計算というものは非常に限界があるということは、

私、何回も申し上げてきました。それは環境変動に伴う影響というのはなかなか考慮でき

なくて、特にスルメイカの場合にはそれが顕著に表れるであろうというふうに私も推測し

ます。 

 その上で、今回水産機構が出してきた中で、ＣＰＵＥを組み入れたというのは非常にあ

る意味では画期的なことなのかなと私は思っておりまして、ＣＰＵＥで現れてくるものの

中には、いろいろな環境変動なんかも含めた、いわゆる人的な漁獲圧というもの以外のも

のも含めたものを考慮する、入ってくる要素がありますので、それを組み合わせたところ

に意義があるのかなと思います。その上で予防原則も組み入れて、70万トンではなくて49

万トンでしたっけ、加入量というところで設定したというのは一定程度妥当性があるとい

うふうに私も評価するところです。 

 一方で、黒潮の大蛇行とあと北偏が終了したというのは、これ多分ものすごく影響があ

ったはずですので、水産機構には是非そういったような環境変動を組み入れた形での今シ

ナリオ１、２、３。私自身というか、審議会の場の私自身は、シナリオ１、２、３がある

なんていうのは全然これまで知りませんでした。３番まで考えていたのかというのは初め

て知ったことなので、水産機構はステークホルダー会議では出しているということですが、
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よく考えておられるのだなというふうに思いますので、継続した調査・研究を私はお願い

したいと思います。 

 あと、リアルタイムというお話があって、水産機構も非常に努力して船を出して調査も

やられているということですが、もう５月の段階でムギイカがかなり獲れているという話

は漁業関係者から私聞いていました。それはもう沿岸の方々ね。僕が聞いた段階というこ

とは、もうちょっと前には、もう漁業関係の間では周知のことだったんだろうと私は思う

んですね。だから、そういったような情報をきちんと定性的であっても組み入れていけば、

もっとリアルタイムな、いわゆる予防とか、あとＴＡＣの修正だとか、そういったような

ことも可能になると思うので、そういったようなものは是非、水産機構と水産庁でお話を

していただいて。 

 多分これ、漁業関係者も絶対協力しなくちゃいけない話で、そういう情報を漁業関係者

が積極的に提供するという姿勢も漁業関係者には求められることですので、その点は団体

の方々に強くお願いしたいというのが私のコメントで、質問は、環境問題も含めた対応を

是非やっていただきたいというところで、できますよね、これはという質問です。 

○山川分科会長 では、お答えいただく前に、釜石特別委員。 

○釜石特別委員 海員組合の釜石です。全く似通った話を私もお話ししようと思っていた

ので、お話をさせていただければと思います。 

 結局、今までの評価に基づくＴＡＣと実際の漁獲量とあまりに乖離があるんじゃないか

というのが、一つの疑問点としてあったかと思っています。そこで、じゃ、これが今獲れ

ている理由は何なんだという実態を、まず水産機構の研究者の皆さんにも見ていただいた

らどうか。つまり、その実際に操業している、可能かどうかは別にしてですけれども。こ

れは案としてお話しさせていただきますけれども、実際に操業している漁獲状況のよい漁

船に研究員の方乗っていただいて、今こういう環境でこういうふうに獲れているんだとい

うものとそれから評価の内容とを検証して、実際の研究結果に生かしていただくような恰

好を少し強く求めていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○山川分科会長 御意見、御要望ということですけれども、大島部長、コメントございま

すでしょうか。 

○水産機構部長 ありがとうございます。２点ですよね。 

 まず木村先生の方から、つまり言いますと、その環境変数を明示的に入れた資源評価と
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いうところだったのかなと理解していますけれども、それでよろしいでしょうか。 

○木村委員 はい。 

○水産機構部長 ありがとうございます。それはすごく大事なことだと思いますし、明示

的には今の資源評価の中で環境変数を入れているわけではないんですけれども。 

 すみません、先ほど将来予測は難しいと申し上げましたけれども、少なくとも加入のぶ

れというのは、それは環境によって引き起こされるものだと考えておりまして、をれを、

そのぶれをちゃんと将来予測を行う中で使っていますので、全く考慮はしていないという

わけではないです。ただ、その上振れ下振れが加入、再生産関係からの上振れ下振れはど

ういった要因によって引き起こされるのか。まずは定性的なところになるかなと思うんで

すけれども、そこに関しては今現時点で取り組んでいるところですので、そういった成果

を今後示していくことが必要なんだろうと、まずはそういうところかなと考えております。 

 もう一つ、現場のよく獲れている漁船に乗って、それを資源評価に生かすというところ

の御意見ですね。まずは我々としてやることはちゃんと情報を取っていくんだ、その情報

をまず見ていくんだというところが我々の求められるところで、資源評価というのは、あ

るところだけを見るのではなくて、やっぱり広く見てやるものだと私は考えています。で

すので、確かにそういう現場の情報はすごく大事だというのは理解します。理解しますけ

れども、同時に考えなきゃいけないのは全体のことも一緒に考えるというところですので、

そういったところの視点を大事にしながらやっていきたいなというところと。 

 すみません、なかなか人数も限られているもので、その中で日々の業務へ調査に出てや

っておりますので、なかなかそういうところができないというのはちょっと、今の現状で

はちょっと難しいですけれども、まずは我々としてやらなきゃいけないのは情報をしっか

り集める。その情報を真摯に見る、それを見て何かしら評価に生かすというところが必要

だと考えております。 

 ありがとうございました。 

○山川分科会長 日吉特別委員。 

○日吉特別委員 漁獲量が多いところの船の、そのやつ。大島さん、答えていただいたん

ですけれども。 

 以前にもお話ししたことはあると思うんですが、能動的な漁業というのは、近年、電子

機器の性能がすごくアップして、皆さん漁船の中乗ったことありますかね、全然違います

よ。要は今、網とか、その漁船じゃないですよ。探す能力が強い船が漁獲能力が高い。漁
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獲圧が高い。そういうものが、全然科学に反映されていないで、これを10年後にその電子

機器の性能アップを入れるんだったら、今から水産機構さんもそれ入れていかないと絶対

狂うよ。今までと同じ、20年前と同じ例えば数値を使うなら、20年前と漁獲能力が全然違

いますよ、能動的な船は。私のことがうそだと思ったら見てくださいよ、船の中に行って。

最近造った船はどんな状況になっているか。このことをここの審議会で語らなければ、何

も資源なんか進まないよ。 

 例えば、私の網だって今ここで見られるんですよ、網の中が。何がいるかが分かるのよ。

400年もある歴史のある定置すら分かるようになったのよ。それが近年ですよ、ここ。そ

れは、もう能動的な船の漁獲能力というのは、とんでもない能力を持ってしまった。例え

ばカツオ一本釣りだって同じですよ。昔はウォッチしていましたよね、望遠。あれはドラ

マの世界で、もうソナーで見ているじゃないですか。そういうのの漁業がそういうところ

に行った。でも、そのことは何もその電子機器の性能アップはここに評価されていない。

そっちを先にやってよ。環境はもちろん大事ですけれども、そういうことも評価に使って

ほしい。 

 次世代の漁業者がやるときに、今からそういう研究をしていなければ、10年、20年後に

そんな研究にいかないじゃん。だから水産機構にはお願いしたいけれども、その電子機器

の性能アップと漁獲能力、漁獲圧というのも、今度は研究の、人もいないから難しいとも

思うけれども、今、科学なら、それがすごい大事だと思っての発言でした。 

○山川分科会長 御意見いただきました。 

 谷地特別委員。 

○谷地特別委員 ありがとうございます。 

 木村委員のおっしゃるとおりで、我々漁業者からその資源と漁獲量、そういう情報をリ

アルタイムにお知らせしなければなと、ごもっともだと思います。実際、今、中型いか釣

り船、うちの船というか、中型いか釣り船は全船、毎日、位置と、北緯と東経と数量も入

れているのかな。潮の流れも入れているのと、前の日獲った漁獲量を毎朝、「エビスくん」

で報告はしております。それがどう、水産機構さんには行っているんですかね、毎日の漁

獲量の数字は。 

○水産機構部長 よろしいですか。ありがとうございます。「エビスくん」とかですか。 

 「エビスくん」かどうか分からないんですけれども、毎日かどうか別として、それなり

の頻度で情報は集めております。 
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○谷地特別委員 というように毎日報告は船はしています。報告していないと逆に「全い

か」から、上部団体から来ます、打ってくださいと。データはやっています。そのデータ

というのは何のために使っているのかなというと、漁業者にしてみれば、資源評価とか資

源管理じゃなくてＴＡＣ、私たちＩＱ、ＴＡＣなんですね。それを超えないように、それ

が超えるか超えないか、そっちの方にデータが使われているような感じで、せっかくいい

情報を毎日毎日、朝、各船頭が自分の船からパソコンで打てば「エビスくん」に行くわけ

ですよ、あれが。どこに行くんだろう。情報サービスセンターか何か分からないけれども、

行くんですけれども、そういうふうにはやっているのはやって、協力はしている。そうい

うデータを水産機構さんも水産庁さんも、毎日送っているわけですから、参考にして、資

源の評価の方、獲れているんだということを毎日リアルタイムにやっているということは

現場はやっていますので、そこは人がいない、現場に行けないじゃなくて、こっちが教え

ているわけですから活用していただきたいと、強くお願いします。 

○山川分科会長 御意見いただいたということで、よろしくお願いいたします。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 髙橋委員。 

○髙橋委員 ありがとうございます。私自身の意見としては、やっぱり今回御提示いただ

いた資料とかを見る限り、まだまだやっぱり不確実性が高い情報の下に議論をしているの

かなというのはありますので、慎重な姿勢を、慎重になるべきかなとは思います。 

 ただ、一方で、御説明があったようにシナリオ３を選択したとしても、まだまだ過去の

平均に比べれば少ない量、加入量も予測値を使っているということになるので、そういっ

た予防的な原則に従って決めているというところは、こういったことに関心があるステー

クホルダーですとか、行く行く将来世代の国民が、どういう議論の下にスルメイカを獲ら

れたのかというところを調べたときに、ちゃんと説明がつくように、こういった予防原則

に基づいて決定してというようなことをどこかに残しておくべきかなと思います。 

○山川分科会長 どうも貴重な御意見ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。私からも２点ぐらい、コメントさせてください。 

 一つは、先ほどからいろいろ委員の方々から御意見出ているように、漁期内での情報を

できるだけ使うべきではないかという議論についてです。 

 資源管理理論、シミュレーションとかを組み合わせてコンピューターでいろいろ計算し
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て、どういう情報を使えばどれくらいの管理パフォーマンスが出るかということをシミュ

レーションした外国の例では、事前に設定したＴＡＣだけに基づいて管理をする場合と、

それから実際に操業が始まって漁期内の情報も組み合わせて管理をする場合と、管理パフ

ォーマンスがどれくらい違うかという研究があったりします。それによると、寿命の長い

魚については、ＴＡＣに基づいて管理するやり方はそれなりに高いパフォーマンスを得る

ことができますが、寿命の短い魚については、ＴＡＣはデータから見て、２年後のことで

すよね。つまり、１年前のデータまでを使って、当年に評価を行って翌年のＴＡＣを決め

るということですから、データから見ると２年後のＴＡＣを決めるということで、タイム

ラグが２年、どうしても生じてしまうわけです。 

 したがって、寿命の短い魚は、事前に決めたＴＡＣだけで管理をするよりは漁期内の情

報も組み合わせて管理する方が、資源の持続性という点と、長期的に得ることのできる漁

獲量という２点から、むしろその方がパフォーマンスがいいという研究結果、シミュレー

ション結果が報告されています。 

 正に年魚だったり、あるいはほかにもカタクチのような寿命の短い魚も該当するかもし

れないですが、そのような種については、できるだけ漁期内の情報も使いながら管理をし

ていくのが方向性としては望ましいことだろうと、そういう研究結果からも考えられるわ

けです。 

 ただ、漁期内の情報の精度がどれくらいか。漁場も限られていて、期間も限られている

のが全体を果たして表し得るのかとか、いろんな不確実性があって、ＴＡＣの事前決定に

利用する将来予測の不確実性がどれくらいかということと、漁期内での情報を使うことの

不確実性がどれくらいかというバランスによって、パフォーマンスがどれくらいかも変わ

ってくるわけですが、全く漁期内の情報を使わないよりは、寿命の短い魚についてはそう

いった方法もできれば検討していくべきだろうというのが、まず第１点です。 

 それから、もう一点は、リスク管理ということを言う場合に、リスクとは何かというこ

とです。 

 一つは資源に対するリスクということで、オーバー・ユースのリスクなどと表現します

が、要は過剰に漁獲してしまって資源を獲り減らしてしまうというリスク。それが通常考

えられるリスク管理ということですが、もう一つは、アンダー・ユースのリスクというこ

ともあるわけですね。それは、資源が実はもっとたくさんあって、もっと利用できるのに、

それを行わない。それが実は資源に対するリスクというよりは社会経済的なリスクとして、
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漁業者に対するリスク、あるいはそれを利用する更に川下のいろんな産業に対するリスク

になってくるわけです。したがって、リスク管理というときにオーバー・ユースのリスク

とアンダー・ユースのリスクの両方をいかにバランスさせるかということを考えていくべ

きということがあるわけで、そういう中で、今回の水産庁から出された原案はある程度、

予防的なことにも配慮されていて、しかも現場の漁業者の意見も取り入れてという、バラ

ンスをある程度考えられた原案ではないかと私は感じました。 

 そういうことで、この事例は今後、いろんな魚種で議論していくときに非常に示唆的な

ものであると考えましたので、最後、長くなりましたけれどもコメントさせていただきま

した。 

 はい、三浦委員。 

○三浦委員 全漁連の三浦でございます。今回発言をしなかったんですけれども、今、座

長が言われた件につきまして、私この間ノルウェーの方に行って資源管理等々聞いてきた

んですね。 

 そうした中で、ノルウェーの資源管理というのは、周りがイギリス、ＥＵ、グリーンラ

ンド、アイスランドにロシアも含め、全部のデータが取りそろった中で国ごとにＴＡＣを

割っていくんですね。そのため非常に正確性が高い資源管理、ＴＡＣになっています。。

それに対して日本は、周りを見てみると中国、北朝鮮。韓国も正確な数量が出てきている

のか。それにロシアという中で、日本の資源管理の中心となってやっている中で、やっぱ

り不確実性が高いんですよね。 

 それと近年の、ここ十数年の海洋環境の激変はイカのような魚種は非常に影響を受ける

と思います。そうした中で、黒潮大蛇行の終息で資源が戻ってきているのかもしれないし、

様々な要因も考えられますし、ＡＢＣの正確性の問題など、やはり単年魚については、資

源管理を正確にやるということが難しいと思います。。様々な要因がある中で右の意見、

左の意見でいろいろやるのは結構ですが、、そうした中においては、一度ＴＡＣを決めて

も最新のデータを見ながら再評価ができるのであれば、再評価をしながら改定するという

ことは決して間違いではないと、私は思っています。 

 そのため、今回の増枠については正しいと。そういうこともあるから、農林水産大臣が、

直近のデータや漁獲状況を元に良好な加入を判断すると言っておりますので、直近のデー

タをしっかりと見極めるべきだと思います。 

 それともう一つ。直近のデータとか科学に基づくということを言うのであればシナリオ
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４、３ではなくて４をしっかりと出してもらいたいと思います。出してもらうというのは、

データとして参考までにどんな数字が出るのか、出してもらいたいと思います。意見は、

以上でございます。 

○山川分科会長 どうもありがとうございました。貴重な今後に向けての重要な御意見か

と思います。 

 ほかにございますでしょうか。 

 ウェブの委員の方々もよろしいでしょうか。 

 では、特にもう追加で御意見、御質問等ございませんようでしたら、本件につきまして

は原案どおり承認をしていただいたということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○山川分科会長 では、異議がないようですので、そのように決定いたします。 

 それでは、本日の水産政策審議会第140回資源管理分科会において諮問のありました諮

問第485号について、答申書を読み上げます。 

 

答 申 書 

 

７ 水 審 第 1 9 号 

令和７年９月19日 

 

 農林水産大臣 小泉 進次郎 殿 

 

水産政策審議会 

会 長 佐々木 貴文 

 

 令和７年９月19日に開催された水産政策審議会第140回資源管理分科会における審議の

結果、諮問のあった下記事項については、諮問のとおり実施することが適当であると認め

る。 

 記以下の文言につきましては諮問事項と同一ですので、読み上げは省略いたします。 

 この答申書を魚谷資源管理部長にお渡しいたします。 

（分科会長から資源管理部長に答申書手交） 
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○山川分科会長 それでは、続きまして、その他に入りたいと思います。 

 何か委員の方からございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 特にないようでしたら、次回会合の日程について事務局から御案内をよろしくお願いい

たします。 

○漁獲監理官 次回の資源管理分科会につきましては、11月上旬頃の開催を予定しており

ます。日時が決まりましたら、事務局から委員の皆様に御連絡をさせていただきます。 

 以上です。 

○山川分科会長 以上で、本日予定しておりました議事につきましては、これで全て終了

いたしました。 

 これをもちまして、本日の資源管理分科会を終わらせていただきます。どうもありがと

うございました。 


